
地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書

地方創生が我が国の将来にとって重要な政治課題となり、その実現に向け大きな責

任を有する地方議会の果たすべき役割は、ますます重要となっている。

こうした要請に応えるため、地方議会議員の活動も幅広い分野に及ぶとともに、よ

り専門的な知識が求められ、専業として活動する議員の割合も高くなっている。

また、選挙権年齢の引下げに伴い、若者に対して政治への関心を高めるための啓発

活動の充実強化を図るとともに、広く国民が立候補しやすいように、年金制度を時代

に相応しいものとすることが、人材の確保につながっていくと考える。

よって、国においては、国民の幅広い政治参加や、地方議会における人材確保の観

点から、地方議会議員の厚生年金加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望

する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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